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(57)【要約】
【課題】ハンドオーバーのために移動局装置がランダム
アクセスを行なう場合において、無線リソースを有効に
活用しつつ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮する
。
【解決手段】移動局装置２００がランダムアクセス時に
予め定められたシグネチャ群のいずれかのシグネチャを
基地局装置１００との間で使用する移動通信システムに
おいて、移動局装置２００がハンドオーバー時に行なう
ランダムアクセスに用いるシグネチャを基地局装置１０
０で選択し、移動局装置２００が、基地局装置１００で
選択されたシグネチャを基地局装置１００との間のラン
ダムアクセスに使用する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局装置がランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のいずれかのシグネチ
ャを基地局装置との間で使用する移動通信システムであって、
　前記移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャを前
記基地局装置で選択し、前記移動局装置が、前記基地局装置で選択されたシグネチャを当
該基地局装置との間のランダムアクセスに使用することを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　前記基地局装置は、ハンドオーバー元の他の基地局装置からハンドオーバー要求メッセ
ージを受信すると、前記移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用い
るシグネチャを選択し、前記他の基地局装置を介して当該シグネチャを前記移動局装置に
通知することを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記基地局装置は、前記移動局装置からシグネチャを含むプリアンブルを受信すると、
当該プリアンブルに対する応答に、当該プリアンブルに含まれるシグネチャが前記基地局
装置によって選択されたシグネチャであるか否かを示すフラグを挿入することを特徴とす
る請求項２記載の移動通信システム。
【請求項４】
　ハンドオーバー以外のランダムアクセスを行なう他の移動局装置は、前記プリアンブル
に対する応答から、前記プリアンブルに含まれるシグネチャが前記基地局装置によって選
択されたシグネチャである旨を示すフラグを検出すると、当該シグネチャと異なるシグネ
チャを選択することを特徴とする請求項３記載の移動通信システム。
【請求項５】
　ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のいずれかのシグネチャを使用する
移動局装置と接続される基地局装置であって、前記移動局装置がハンドオーバー時に行な
うランダムアクセスに用いるシグネチャを選択するシグネチャ管理部と、前記移動局装置
からのプリアンブルに含まれるシグネチャが前記シグネチャ管理部によって選択されたシ
グネチャであるか否かを示すフラグを、当該プリアンブルに対する応答に挿入するプリア
ンブル検出部とを具備することを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　前記プリアンブル検出部は、前記シグネチャ管理部により選択されたシグネチャを含む
プリアンブルを複数個検出した場合に、前記プリアンブルを受信したタイミングにおいて
最もずれているタイミングを、ハンドオーバーを行なう前記移動局装置との同期情報とし
て算出することを特徴とする請求項５記載の基地局装置。
【請求項７】
　ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のいずれかのシグネチャを基地局装
置との間で使用する移動局装置であって、
　前記基地局装置から通知された、ハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いる
シグネチャを選択するシグネチャ選択部と、前記シグネチャ選択部により選択されたシグ
ネチャを含むプリアンブルを生成するプリアンブル生成部とを具備することを特徴とする
移動局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、セルラー無線方式を用いる移動通信システム、基地局装置および移動局装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔ）においては、Ｗ－ＣＤＭＡ方式が第三世代セルラー移動通信方式として標準化さ
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れ、順次サービスが開始されている。また、通信速度を更に上げたＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ
　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）も標準化され、サービ
スが開始されようとしている。
【０００３】
　一方、３ＧＰＰでは、第三世代無線アクセスの進化（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ，以下，ＥＵＴＲＡと称する
）が検討されている。このＥＵＴＲＡの下りリンクとして、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式が提案
されている。また、ＥＵＴＲＡの上りリンクとして、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｆｏｕ
ｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）－ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ方式のシングルキャリア通信
方式が提案されている。
【０００４】
　ＥＵＴＲＡの上りリンクは、図７に示すように、上りリンクパイロットチャネルＵＰｉ
ＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、ランダムアクセスチャネルＲＡ
ＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、上りリンクスケジューリング
チャネルＵＳＣＨ（Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とから構成
されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
　Ｅ－ＵＴＲＡの上りリンクのランダムアクセスチャネルＲＡＣＨには、非同期ランダム
アクセスチャネルと同期ランダムアクセスチャネルとが含まれる。ここで、非同期ランダ
ムアクセスチャネルの最小単位は、１．２５ＭＨｚ帯域を使用する。そして、例えば、図
８に示すように、複数のアクセス用チャネルを用意して、多数のアクセスに対応できるよ
うに構成されている。
【０００６】
　非同期ランダムアクセスチャネルの使用目的は、移動局装置（以下、「移動局」という
）と基地局装置（以下、「基地局」という）との間を同期させることが最大の目的である
。また、無線リソースを割り当てるスケジューリングのリクエストなどの数ビットの情報
を送信し、移動局と基地局との間の接続時間を短縮することも考慮されている。一方、同
期ランダムアクセスの使用目的は、スケジューリングリクエストを行なうことである（例
えば、非特許文献２参照）。
【０００７】
　非同期ランダムアクセスにおいては、同期をとるためにプリアンブルのみが送信される
。このプリアンブルには、情報を表す信号パターンであるシグネチャが含まれ、数十種類
のシグネチャを用意することで数ビットの情報を指定することが可能となっている。現在
では、６ビットの情報の送信が想定されており、６４種類のシグネチャを用意することが
想定されている。
【０００８】
　６ビットの情報には、５ビットにランダムＩＤ、残りの１ビットにランダムアクセスの
理由、下りリンクのパスロス／ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ）などのような情報を割り当てることが想定されている（例えば、非特許文献３参
照）。
【０００９】
　図９は、従来のランダムアクセスの手順の一例について説明するためのシーケンスチャ
ートである。なお、図９においては、非同期ランダムアクセスチャネルを用いた場合にお
けるランダムアクセス（非同期ランダムアクセス）の手順について示している。
【００１０】
　図９に示すように、従来のランダムアクセスの手順においては、まず、移動局が、ラン
ダムＩＤ、ランダムアクセスの理由、下りリンクのパスロス／ＣＱＩ情報などに基づいて
シグネチャを選択する（ステップ（以下、「ＳＴ」と略す）９０１）。そして、この選択
したシグネチャを含むプリアンブル（ランダムアクセスプリアンブル）を、非同期ランダ
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ムアクセスチャネルで送信する（ＳＴ９０２：メッセージ１）。
【００１１】
　移動局からプリアンブルを受信すると、基地局は、プリアンブルから移動局と基地局と
の間の同期タイミングずれを算出し、Ｌ２／Ｌ３（Ｌａｙｅｒ２／Ｌａｙｅｒ３）メッセ
ージを送信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ９０３）。そして、ランダムアク
セス理由からＣ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ－Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｌａｒ
ｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）が必要な移動局にはＣ－ＲＮＴＩを割り当て、同期タイミングず
れ情報（同期情報）、スケジューリング情報、シグネチャＩＤ番号およびＣ－ＲＮＴＩを
含むランダムアクセスレスポンスを送信する（ＳＴ９０４：メッセージ２）。
【００１２】
　基地局からこれらの情報を受信すると、移動局は、送信したシグネチャＩＤ番号が含ま
れる基地局からの応答を抽出する（ＳＴ９０５）。そして、基地局よりスケジューリング
された無線リソースでＬ２／Ｌ３メッセージを送信する（ＳＴ９０６：メッセージ３）。
移動局からＬ２／Ｌ３メッセージを受信すると、基地局は、移動局との間で衝突が発生し
ているかどうか判断するためのコンテンションレゾリューションを移動局に送信する（Ｓ
Ｔ９０７：メッセージ４）（例えば、非特許文献３参照）。
【００１３】
　このようなランダムアクセスの問題点としては、異なる複数の移動局において、同一の
シグネチャおよびランダムアクセスチャネルが選択された場合に衝突が発生することであ
る。複数の移動局が、同一のシグネチャを選択すると共に、同一の時間・周波数を有する
無線リソースブロック、すなわち同一のランダムアクセスチャネルで送信した場合には、
図９に示すプリアンブル（ＳＴ９０２）において衝突が発生する。
【００１４】
　このような衝突によって基地局がプリアンブル（ＳＴ９０２）を検出できない場合、同
期情報等を含む応答（ＳＴ９０４）を返すことができない。この場合、移動局は、基地局
からの応答（ＳＴ９０４）を受信できないので、一定時間の経過後、再びシグネチャおよ
びランダムアクセスチャネルを選択し、ランダムアクセスを行なう必要がある。
【００１５】
　一方、基地局が、プリアンブル（ＳＴ９０２）を検出できた場合、基地局は、Ｌ２／Ｌ
３メッセージスケジューリングと同期タイミングずれを算出し、移動局に応答（ＳＴ９０
４）を返す。しかし、複数の移動局が基地局からの応答（ＳＴ９０４）を受信することに
なる。このため、複数の移動局が、スケジューリングされた無線リソースでＬ２／Ｌ３メ
ッセージ（ＳＴ９０６）を送信する結果、Ｌ２／Ｌ３メッセージ（ＳＴ９０６）において
衝突が発生する。
【００１６】
　このような衝突によって基地局がＬ２／Ｌ３メッセージ（ＳＴ９０６）を検出できない
場合、応答（ＳＴ９０７）を返すことができない。この場合、移動局は、基地局からの応
答（ＳＴ９０７）を受信できないので、一定時間の経過後、再びシグネチャおよびランダ
ムアクセスチャネルを選択し、ランダムアクセスを行なう必要がある。このように、複数
の移動局において、同一のシグネチャおよびランダムアクセスチャネルが選択された場合
には、衝突が発生し得ると共に、衝突が発生した場合には、当該衝突を検出するまでに最
大で図９に示すＳＴ９０７までの時間を要することとなる。
【００１７】
　ところで、このようなランダムアクセスを実行可能な移動局が図１０に示す位置に存在
する場合においては、ハンドオーバーが実行されることとなる。ハンドオーバーが実行さ
れる場合においても、上述したような非同期ランダムアクセスが行なわれる。
【００１８】
　ここで、ハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順の一例について説明す
る。図１１は、ハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順の一例について説
明するためのシーケンスチャートである。なお、図１１においては、図９と同様に、非同
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期ランダムアクセスチャネルを用いた場合におけるランダムアクセスの手順について示し
ている。
【００１９】
　図１１に示すように、ハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順において
は、まず、移動局が、ハンドオーバーの準備段階として、隣接基地局の電波状況を測定す
る（ＳＴ１１０１）。そして、測定結果（測定レポート）を、現在、移動局自身を収容す
る基地局（以下、適宜「自基地局」という）の基地局Ａに送信する（ＳＴ１１０２）。
【００２０】
　移動局から測定結果を受信すると、基地局Ａは、当該測定結果から、最適な基地局を選
択する（ＳＴ１１０３）。なお、ここでは、最適な基地局として、基地局Ｂを選択したも
のとする。そして、基地局Ａは、ハンドオーバー先の基地局Ｂに対してハンドオーバー要
求メッセージを送信する（ＳＴ１１０４）。
【００２１】
　基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信すると、基地局Ｂは、ハンドオーバ
ーする移動局にＣ－ＲＮＴＩを割り当てる（ＳＴ１１０５）。そして、ハンドオーバー要
求の応答として基地局Ａに対して、Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバー要求承認メッセー
ジを通知する（ＳＴ１１０６）。
【００２２】
　基地局Ｂからハンドオーバー要求承認メッセージを受信すると、基地局Ａは、移動局に
対して、Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバーコマンドメッセージを送信する（ＳＴ１１０
７）。
【００２３】
　基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、移動局は、基地局Ｂの
下りリンクの同期を行ない、報知チャネルからランダムアクセスチャネルの位置を確認す
る（ＳＴ１１０８）。下りリンクの同期を行なったならば、移動局は、ランダムアクセス
の理由がハンドオーバーとなるシグネチャの中から１つのシグネチャを選択する（ＳＴ１
１０９）。そして、この選択したシグネチャを含むプリアンブル（ランダムアクセスプリ
アンブル）を、ランダムアクセスチャネルで基地局Ｂに対して送信する（ＳＴ１１１０：
メッセージ１）。
【００２４】
　移動局から受信したプリアンブルからシグネチャを検出すると、基地局Ｂは、同期タイ
ミングずれを算出し、移動局からのハンドオーバー完了メッセージを送信するための上り
リンクのスケジューリングを行なう（ＳＴ１１１１）。そして、同期タイミングずれ情報
（同期情報）、スケジューリング情報およびシグネチャＩＤ番号を送信する（ＳＴ１１１
２：メッセージ２）。なお、ハンドオーバーがランダムアクセスの理由の場合、Ｃ－ＲＮ
ＴＩが事前に通知されているので、Ｃ－ＲＮＴＩは送信しない。
【００２５】
　基地局Ｂから自局宛の情報を受信すると、移動局は、同期タイミングずれ情報（同期情
報）に基づいて同期タイミングずれを補正する（ＳＴ１１１３）。そして、スケジューリ
ングされた無線リソースでハンドオーバー完了メッセージを送信する（ＳＴ１１１４：メ
ッセージ３）。移動局からハンドオーバー完了メッセージを受信すると、基地局Ｂは、移
動局との間で衝突が発生しているかどうか判断するためのコンテンションレゾリューショ
ンを移動局に送信する（ＳＴ１１１５：メッセージ４）。
【００２６】
　このように、ハンドオーバー時にもランダムアクセスを行なうため、衝突は避けられず
、ハンドオーバー完了のために長く時間がかかることが懸念されている。これを回避する
ために、基地局がハンドオーバー用のランダムアクセスチャネルを他の物理リリースに割
り当て、移動局にハンドオーバー用のランダムアクセスチャネルを使用する通知を行なう
ことや、基地局がハンドオーバー用のシグネチャを選択して移動局に通知するなどしてラ
ンダムアクセスを行なうことによって、ハンドオーバー時のランダムアクセスにおいては
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、衝突を発生させないような提案が行なわれている。（例えば、非特許文献４、非特許文
献５参照）
【非特許文献１】Ｒ１－０５０８５０　“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ａｎｄ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ｉｎ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　Ｕｐｌｉｎｋ”，３ＧＰ
Ｐ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１　Ｍｅｔｔｉｎｇ＃４２　Ｌｏｎｄｏｎ，ＵＫ，Ａｕｇｕｓ
ｔ　２９－Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　２，２００５
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ）２５.８１４、
Ｖ７.０.０（２００６－０６）、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ａｓｐｅｃｔｓ　ｆｏ
ｒ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）
３６．３００、Ｖ０．９０（２００７－０３）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　
Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｓｔａ
ｇｅ２
【非特許文献４】Ｒ２－０６３０８２　“Ｎｏ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｈ
ａｎｄｏｖｅｒ　ｅｘｃｕｔｉｏｎ” ，３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ２　Ｍｅｅｔ
ｉｎｇ＃５６　Ｒｉｇａ，Ｌａｔｖｉａ，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　６－１０，２００６
【非特許文献５】Ｒ２－０６３２２５　“ＲＡＣＨ　Ｐａｒｔｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｆｏｒ
　Ｈａｎｄｏｖｅｒ” ，３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ２　Ｍｅｅｔｉｎｇ＃５６　
Ｒｉｇａ，Ｌａｔｖｉａ，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　６－１０，２００６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　しかしながら、上述したように、衝突を発生させないためにハンドオーバー用のランダ
ムアクセスチャネルを使用する場合には、物理チャネルが特定用途にしか使用されないの
で、チャネルの使用率が低く、無線リソースが無駄に消費されるという問題がある。
【００２８】
　一方、衝突を発生させないためにハンドオーバー用のシグネチャを使用する場合には、
１つの基地局内で使用できるシグネチャの数は６４個と制限されており、ハンドオーバー
用に割り当てられるシグネチャ数は少なく、同時に多数のハンドオーバーがあった場合、
ハンドオーバー用のシグネチャ数が不足するという問題がある。また、ハンドオーバー用
にシグネチャが割り当てられるので、ハンドオーバー用以外に割り当てられるシグネチャ
の数は少なくなり、移動局間の衝突の確率は高くなるという問題もある。
【００２９】
　本発明は、このような問題点に鑑みて為されたものであり、ハンドオーバーのために移
動局装置がランダムアクセスを行なう場合において、無線リソースを有効に活用しつつ、
ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することができる移動通信システム、基地局装置お
よび移動局装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　（１）上記の目的を達成するため、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、
本発明に係る移動通信システムは、移動局装置がランダムアクセス時に予め定められたシ
グネチャ群のいずれかのシグネチャを基地局装置との間で使用する移動通信システムであ
って、前記移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャ
を前記基地局装置で選択し、前記移動局装置が、前記基地局装置で選択されたシグネチャ
を当該基地局装置との間のランダムアクセスに使用することを特徴としている。
【００３１】
　このように、ハンドオーバーを行なう際、移動局装置において、基地局装置によって選
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択されたシグネチャを利用してランダムアクセスを行なうことにより、移動局装置間にお
ける衝突の確率を低減することができることから、シグネチャやランダムアクセスチャネ
ルの再選択等に伴う処理時間を削減することができ、ハンドオーバー時に費やす時間を短
縮することが可能となる。特に、ハンドオーバー用のランダムアクセスチャネルやシグネ
チャを用意する必要もないので、無線リソースが無駄に消費する事態やシグネチャ数が不
足する事態を引き起こすこともない。
【００３２】
　（２）本発明に係る移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、ハンドオーバー元
の他の基地局装置からハンドオーバー要求メッセージを受信すると、前記移動局装置がハ
ンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャを選択し、前記他の基地局
装置を介して当該シグネチャを前記移動局装置に通知することを特徴としている。
【００３３】
　このように、ハンドオーバー元の他の基地局装置からハンドオーバー要求メッセージに
応じて、移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャを
選択することから、特別な処理を要求することなく、ハンドオーバー実行時における通常
の処理を維持したまま、移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用い
るシグネチャを選択することが可能となる。
【００３４】
　（３）また、本発明の移動通信システムにおいて、前記基地局装置は、前記移動局装置
からシグネチャを含むプリアンブルを受信すると、当該プリアンブルに対する応答に、当
該プリアンブルに含まれるシグネチャが前記基地局装置によって選択されたシグネチャで
あるか否かを示すフラグを挿入することを特徴としている。
【００３５】
　このように、プリアンブルに対する応答に、当該プリアンブルに含まれるシグネチャが
基地局装置によって選択されたシグネチャであるか否かを示すフラグが挿入されることか
ら、移動局装置において、シグネチャが基地局装置で選択されたものかを簡単に判定する
ことが可能となる。
【００３６】
　（４）また、本発明の移動通信システムにおいて、ハンドオーバー以外のランダムアク
セスを行なう他の移動局装置は、前記プリアンブルに対する応答から、前記プリアンブル
に含まれるシグネチャが前記基地局装置によって選択されたシグネチャである旨を示すフ
ラグを検出すると、当該シグネチャと異なるシグネチャを選択することを特徴としている
。
【００３７】
　このように、プリアンブルに含まれるシグネチャが基地局装置によって選択されたシグ
ネチャである場合に、他の移動局装置で当該シグネチャと異なるシグネチャが選択される
ことから、ハンドオーバー以外のランダムアクセスを行なう移動局装置との間で同一のシ
グネチャが選択された場合であっても、移動局装置間における衝突を回避してハンドオー
バーを行なうことが可能となる。
【００３８】
　（５）本発明の基地局装置は、ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のい
ずれかのシグネチャを使用する移動局装置と接続される基地局装置であって、前記移動局
装置がハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャを選択するシグネ
チャ管理部と、前記移動局装置からのプリアンブルに含まれるシグネチャが前記シグネチ
ャ管理部によって選択されたシグネチャであるか否かを示すフラグを、当該プリアンブル
に対する応答に挿入するプリアンブル検出部とを具備することを特徴としている。
【００３９】
　このように、シグネチャ管理部により移動局装置がハンドオーバー時に行なうランダム
アクセスに用いるシグネチャが選択されることから、移動局装置において、上記選択され
たシグネチャを利用してランダムアクセスを行なうことにより、移動局間における衝突の
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確率を低減することができる。これにより、シグネチャやランダムアクセスチャネルの再
選択等に伴う処理時間を削減することができ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮する
ことが可能となる。また、プリアンブル検出部により移動局装置からのプリアンブルに含
まれるシグネチャが上記選択したシグネチャであるか否かを示すフラグが、当該プリアン
ブルに対する応答に挿入されることから、移動局装置において、シグネチャが基地局装置
で選択されたものかを簡単に判定することが可能となる。
【００４０】
　（６）本発明の基地局装置において、前記プリアンブル検出部は、前記シグネチャ管理
部により選択されたシグネチャを含むプリアンブルを複数個検出した場合に、前記プリア
ンブルを受信したタイミングにおいて最もずれているタイミングを、ハンドオーバーを行
なう前記移動局装置との同期情報として算出することを特徴としている。
【００４１】
　このように、シグネチャ管理部により選択されたシグネチャと、ハンドオーバー以外の
ランダムアクセスを行なう移動局装置からのプリアンブルに含まれるシグネチャが同一で
ある場合、プリアンブルを受信したタイミングに基づいてハンドオーバーを行なう移動局
装置との同期情報が算出されることから、選択されたシグネチャが同一であることに起因
してハンドオーバーを行なう移動局装置を特定できない場合においても、プリアンブルを
受信したタイミングに基づいて当該移動局装置との同期を取ることが可能となる。
【００４２】
　（７）本発明の移動局装置は、ランダムアクセス時に予め定められたシグネチャ群のい
ずれかのシグネチャを基地局装置との間で使用する移動局装置であって、前記基地局装置
から通知された、ハンドオーバー時に行なうランダムアクセスに用いるシグネチャを選択
するシグネチャ選択部と、前記シグネチャ選択部により選択されたシグネチャを含むプリ
アンブルを生成するプリアンブル生成部とを具備することを特徴としている。
【００４３】
　このように、基地局装置から通知される、ハンドオーバー時に行なうランダムアクセス
に用いるシグネチャを選択し、当該シグネチャを含むプリアンブルを生成することから、
移動局間における衝突の確率を低減することができる。これにより、シグネチャやランダ
ムアクセスチャネルの再選択等に伴う処理時間を削減することができ、ハンドオーバー時
に費やす時間を短縮することが可能となる。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、ハンドオーバーを行なう際、移動局装置において、基地局装置によっ
て選択されたシグネチャを利用してランダムアクセスを行なうことにより、移動局装置間
における衝突の確率を低減することができることから、シグネチャやランダムアクセスチ
ャネルの再選択等に伴う処理時間を削減することができるので、ハンドオーバー時に費や
す時間を短縮することが可能となる。特に、ハンドオーバー用のランダムアクセスチャネ
ルやシグネチャを用意する必要もないので、無線リソースが無駄に消費する事態やシグネ
チャ数が不足する事態を引き起こすこともない。この結果、ハンドオーバーのために移動
局装置がランダムアクセスを行なう場合において、無線リソースを有効に活用しつつ、ハ
ンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。本発明の実施の形
態に係る移動通信システム（以下、適宜「通信システム」という）は、従来、ハンドオー
バーのために移動局装置（以下、適宜「移動局」という）で行なわれていたシグネチャの
選択を基地局装置（以下、適宜「基地局」という）で行ない、選択したシグネチャを移動
局に通知し、移動局でこのシグネチャを利用してランダムアクセスを行なうようにしたも
のである。
【００４６】
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　このように、ハンドオーバーを行なう際、移動局において、基地局によって選択された
シグネチャを利用してランダムアクセスを行なうことにより、移動局間における衝突の確
率を低減することができることから、シグネチャやランダムアクセスチャネルの再選択等
に伴う処理時間を削減することができ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが
可能となる。特に、ハンドオーバー用のランダムアクセスチャネルやシグネチャを用意す
る必要もないので、無線リソースが無駄に消費する事態やシグネチャ数が不足する事態を
引き起こすこともない。
【００４７】
　なお、本実施の形態に係る通信システムにおいては、ハンドオーバーのためのシグネチ
ャを基地局で選択している。この場合において、基地局によって選択されるシグネチャは
、特別なシグネチャではないため、ハンドオーバーを行なわない通常のランダムアクセス
を行なう移動局において選択され得る。従って、基地局が選択したシグネチャと、通常の
ランダムアクセスを行なう移動局が選択したシグネチャとが同一となる場合が発生する。
この場合、本実施の形態に係る通信システムにおいては、当該シグネチャが基地局によっ
て選択されたものである旨を移動局に通知し、移動局に異なるシグネチャを選択させるも
のである。
【００４８】
　このように、基地局が選択したシグネチャと、通常のランダムアクセスを行なう移動局
が選択したシグネチャとが同一である場合においても、当該シグネチャが基地局によって
選択されたものである旨を移動局に通知することにより、衝突の発生を判断するまでの時
間を短縮することができるので、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能と
なる。
【００４９】
　以下、本実施の形態に係る通信システムが有する基地局および移動局の構成について説
明する。図１は、本実施の形態に係る通信システムが有する基地局の構成の一例を示すブ
ロック図である。図２は、本実施の形態に係る通信システムが有する移動局の構成の一例
を示すブロック図である。
【００５０】
　図１に示すように、基地局１００は、データ制御部１０１、ＯＦＤＭ変調部１０２、ス
ケジューリング部１０３、無線部１０４、チャネル推定部１０５、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ
－ＯＦＤＭ復調部（ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部）１０６、制御データ抽出部１０７、プ
リアンブル検出部１０８、並びに、シグネチャ管理部１０９から構成される。
【００５１】
　データ制御部１０１は、制御データおよびユーザデータの入力を受け、スケジューリン
グ部１０３からの指示に応じて制御データを下りリンク共通制御チャネル、下りリンク同
期チャネル、下りリンクパイロットチャネルおよび下りリンク共用制御シグナリングチャ
ネルにマッピングする一方、各移動局に対する送信データ（ユーザデータ）を共用データ
チャネルにマッピングする。
【００５２】
　ＯＦＤＭ変調部１０２は、データ変調、入力信号の直列／並列変換、ＩＦＦＴ（Ｉｎｖ
ｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）変換、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ
　Ｐｒｅｆｉｘ）挿入、並びに、フィルタリングなどＯＦＤＭ信号処理を行ない、ＯＦＤ
Ｍ信号を生成する。
【００５３】
　スケジューリング部１０３は、下りリンクのスケジューリングを行なうＤＬスケジュー
リング部１０３ａと、上りリンクのスケジューリングを行なうＵＬスケジューリング部１
０３ｂとから構成される。ＤＬスケジューリング部１０３ａは、移動局から通知されるＣ
ＱＩ情報や上位層からの通知される各ユーザーのデータ情報から下りリンクの各チャネル
にユーザデータをマッピングするためのスケジューリングを行なう。ＵＬスケジューリン
グ部１０３ｂは、チャネル推定部１０５からの上りリンクの無線伝搬路推定結果および移
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動局からのリソース割り当て要求から、上りリンクの各チャネルにユーザデータをマッピ
ングするためのスケジューリングを行なう。
【００５４】
　無線部１０４は、ＯＦＤＭ変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、移
動局に送信する。また、無線部１０４は、移動局からの上りリンクのデータを受信し、ベ
ースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをチャネル推定部１０５、ＤＦＴ－
Ｓ－ＯＦＤＭ復調部１０６およびプリアンブル検出部１０８に渡す。
【００５５】
　チャネル推定部１０５は、上りリンクパイロットチャネルＵＰｉＣＨから無線伝搬路特
性を推定し、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部１０６に推定結果を渡す。また、上りリンクの
スケジューリングを行なうために無線伝搬路推定結果をスケジューリング部１０３に渡す
。なお、上りリンクの通信方式は、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ等のようなシングルキャリア方
式を想定しているが、ＯＦＤＭ方式のようなマルチキャリア方式でもかまわない。
【００５６】
　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部１０６は、チャネル推定部１０５からの無線伝搬路推定結
果に応じて、無線部１０４から渡された受信データを復調する。
【００５７】
　制御データ抽出部１０７は、受信データをユーザデータ（上りリンク共用データチャネ
ルＵＳＤＣＨ）と、制御データ（上りリンク共用制御シグナリングチャネルＵＳＣＳＣＨ
）とに分離する。そして、分離した制御データのうち、下りリンクのＣＱＩ情報をスケジ
ューリング部１０３に渡し、その他の制御データおよびユーザデータを上位層に渡す。
【００５８】
　プリアンブル検出部１０８は、プリアンブルを検出し、同期タイミングずれ量を算出し
、シグネチャＩＤ番号、同期タイミングずれ量および基地局指定フラグを上位層に報告す
る。ここで、基地局指定フラグとは、プリアンブルに含まれるシグネチャが、基地局が指
定（選択）したシグネチャであることを識別するためのフラグをいう。プリアンブルに含
まれるシグネチャが、基地局が指定したシグネチャである場合、基地局指定フラグに「１
」が設定される一方、基地局が指定したシグネチャでない場合、基地局指定フラグに「０
」が設定される。
【００５９】
　より具体的にいうと、プリアンブル検出部１０８は、プリアンブルから検出されたシグ
ネチャＩＤ番号が、シグネチャ管理部１０９から通知されたシグネチャの場合は、基地局
指定フラグを「１」に設定する一方、シグネチャ管理部１０９から通知されていないシグ
ネチャの場合は、基地局指定フラグを「０」に設定する。また、シグネチャＩＤ番号が、
シグネチャ管理部１０９から通知されたシグネチャの場合は、シグネチャ管理部１０９か
ら通知されたシグネチャＩＤ番号を含むプリアンブルを検出した旨をシグネチャ管理部１
０９に報告する。
【００６０】
　なお、プリアンブルを検出した際、他の移動局とプリアンブルが衝突していることを確
認した場合、プリアンブル検出部１０８は、同期タイミングのずれ量として、一番大きい
ずれ量を選択するか、ずれ量を複数個算出して上位層に報告する。これは、ハンドオーバ
ーを行なう移動局は、基本的にセルの境界に配置され、基地局からの距離がより大きいこ
とが想定されるので、最もプリアンブルの受信タイミングがずれている移動局がハンドオ
ーバーを行なう移動局であると考えられることに基づくものである。
【００６１】
　この場合において、複数個の同期タイミングずれ量の通知を受けた移動局は、ハンドオ
ーバー完了メッセージの送信タイミングとして、一番大きいずれ量から送信タイミングを
設定する。そして、コンテンションレゾリューション（メッセージ４）が返ってこない場
合は、次にずれ量の大きい送信タイミングを設定する。
【００６２】
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　シグネチャ管理部１０９は、上位層からの指示により、シグネチャを選択し、選択した
シグネチャのＩＤ番号（シグネチャＩＤ番号）を上位層に通知する。また、選択したシグ
ネチャをプリアンブル検出部１０８に通知する。なお、シグネチャの選択は、現在、使用
されているシグネチャＩＤ番号を確認し、使用されているシグネチャを除いた中から選択
する。また、シグネチャ管理部１０９は、選択されたシグネチャＩＤ番号を保存し、プリ
アンブル検出部１０８で検出されたシグネチャを保存内容から削除する。
【００６３】
　一方、移動局２００は、図２に示すように、データ制御部２０１、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤ
Ｍ変調部２０２、スケジューリング部２０３、シグネチャ選択部２０４、プリアンブル生
成部２０５、同期補正部２０６、無線部２０７、チャネル推定部２０８、ＯＦＤＭ復調部
２０９、並びに、制御データ抽出部２１０から構成される。
【００６４】
　データ制御部２０１は、ユーザデータと制御データの入力を受け、スケジューリング部
２０３からの指示に応じて、これらのデータを上りリンクスケジューリングチャネルにマ
ッピングする。
【００６５】
　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ変調部２０２は、データ変調を行ない、ＤＦＴ変換、サブキャリ
アマッピング、ＩＦＦＴ変換、ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）挿入、フィルタリン
グなどＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ信号処理を行ない、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ－ＯＦＤＭ信号を
生成する。なお、上りリンクの通信方式は、ＤＦＴ－Ｓｐｒｅａｄ　ＯＦＤＭ等のような
シングルキャリア方式を想定しているが、ＯＦＤＭ方式のようなマルチキャリア方式でも
かまわない。
【００６６】
　スケジューリング部２０３は、後述するチャネル推定部２０８から通知されるＣＱＩ情
報や、上位層からの通知されるスケジューリング情報から上りリンクの各チャネルにユー
ザデータをマッピングするためのスケジューリングを行なう。
【００６７】
　シグネチャ選択部２０４は、上位層からの指示に応じて、ランダムアクセスで使用する
シグネチャＩＤ番号を選択する。上位層からの指示として、ランダムアクセスの目的が通
知される。通知された目的がハンドオーバーの場合には、上位層から指示されたシグネチ
ャＩＤ番号を選択する。一方、通知された目的がハンドオーバー以外の場合には、ハンド
オーバー以外のシグネチャの中から当該目的に応じて選択し、選択したシグネチャＩＤ番
号をプリアンブル生成部２０５に渡す。
【００６８】
　特に、基地局１００から受け取ったハンドオーバーコマンドメッセージにシグネチャＩ
Ｄが付加されている場合、シグネチャ選択部２０４は、当該シグネチャＩＤ番号のシグネ
チャを選択し、選択したシグネチャＩＤ番号をプリアンブル生成部２０５に渡す。
【００６９】
　プリアンブル生成部２０５は、シグネチャ選択部２０４が選択したシグネチャＩＤ番号
を用いてプリアンブルを生成し、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ変調部２０２に渡す。
【００７０】
　同期補正部２０６は、制御データ抽出部２１０から渡された同期情報から送信タイミン
グを決定し、送信タイミングに合うように変調されたデータを無線部２０７に渡す。
【００７１】
　無線部２０７は、変調されたデータを無線周波数にアップコンバートして、基地局１０
０に送信する。また、無線部２０７は、基地局１００からの下りリンクのデータを受信し
、ベースバンド信号にダウンコンバートして、受信データをＯＦＤＭ復調部２０９に渡す
。
【００７２】
　チャネル推定部２０８は、下りリンクパイロットチャネルから無線伝搬路特性を推定し
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、その推定結果をＯＦＤＭ復調部２０９に渡す。また、基地局１００に無線伝搬路推定結
果を通知するためにＣＱＩ情報に変換し、スケジューリング部２０３にＣＱＩ情報を渡す
。
【００７３】
　ＯＦＤＭ復調部２０９は、チャネル推定部２０８から受け取った無線伝搬路推定結果に
応じて、無線部２０７から渡された受信データを復調する。
【００７４】
　制御データ抽出部２１０は、受信データを、ユーザデータと制御データとに分離する。
分離された制御データにおけるスケジューリング情報はスケジューリング部２０３に渡さ
れ、上りリンクの同期情報は同期補正部２０６に渡され、これ以外の制御データおよびユ
ーザデータは上位層に渡される。
【００７５】
　次に、上記構成を有する通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダムアク
セス手順の一例について説明する。図３は、本実施の形態に係る通信システムにおける、
ハンドオーバー実行時のランダムアクセス手順の一例について説明するためのシーケンス
チャートである。なお、ここで、移動局２００は、現在、基地局１００Ａ（以下、適宜「
基地局Ａ」という）に収容されているものとする。
【００７６】
　図３に示すように、本実施の形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時
のランダムアクセス手順においては、まず、移動局２００が、ハンドオーバーの準備段階
として、隣接基地局の電波状況を測定する（ＳＴ３０１）。そして、測定結果（測定レポ
ート）を、自基地局である基地局Ａに送信する（ＳＴ３０２）。
【００７７】
　移動局２００から測定結果を受信すると、基地局Ａは、当該測定結果から、ハンドオー
バー先として最適な基地局を選択する（ＳＴ３０３）。なお、ここでは、最適な基地局と
して、基地局１００Ｂ（以下、適宜「基地局Ｂ」という）を選択したものとする。そして
、基地局Ａは、ハンドオーバー先の基地局Ｂに対してハンドオーバー要求メッセージを送
信する（ＳＴ３０４）。
【００７８】
　基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信すると、基地局Ｂは、シグネチャか
ら１つのシグネチャを選択する（ＳＴ３０５）。この場合において、基地局Ｂは、ランダ
ムアクセス時にハンドオーバーする移動局２００間の衝突を避けるため、基地局Ｂ内で使
用しているシグネチャを除いたシグネチャの中からシグネチャを選択する。そして、ハン
ドオーバーする移動局２００にＣ－ＲＮＴＩを割り当てた後、ハンドオーバー要求メッセ
ージの応答として基地局ＡにシグネチャＩＤ番号およびＣ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバ
ー要求承認メッセージを送信する（ＳＴ３０６）。
【００７９】
　基地局Ｂからハンドオーバー要求承認メッセージを受信すると、基地局Ａは、移動局２
００に対して、シグネチャＩＤ番号およびＣ－ＲＮＴＩを含むハンドオーバーコマンドメ
ッセージを送信する（ＳＴ３０７）。
【００８０】
　基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッセージを受信すると、移動局２００は、基地
局Ｂの下りリンクの同期を行ない、報知チャネルからランダムアクセスチャネルの位置を
確認する（ＳＴ３０８）。下りリンクの同期を行なったならば、移動局２００は、ハンド
オーバーコマンドメッセージに付加されていたシグネチャＩＤ番号を選択し、当該シグネ
チャＩＤ番号を含むプリアンブル（ランダムアクセスプリアンブル：メッセージ１）を、
ランダムアクセスチャネルで基地局Ｂに送信する（ＳＴ３０９）。
【００８１】
　移動局２００から受信したプリアンブルからシグネチャを検出し、このシグネチャがＳ
Ｔ３０５で指定したシグネチャであると確認すると、基地局Ｂは、基地局Ｂが指定したシ



(13) JP 2008-278037 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

グネチャであることを識別するための基地局指定フラグを１にセットする（ＳＴ３１０）
。そして、同期タイミングずれ量を算出すると共に、ハンドオーバー完了メッセージを送
信するためのスケジューリングを行なう（ＳＴ３１１）。そして、基地局指定フラグ、同
期タイミングずれ情報（同期情報）、スケジューリング情報、シグネチャＩＤ番号および
Ｃ－ＲＮＴＩを含むランダムアクセスレスポンス（メッセージ２）を移動局２００に送信
する（ＳＴ３１２）。
【００８２】
　なお、この場合においては、Ｃ－ＲＮＴＩが事前に通知されているので、移動局２００
が自局宛のデータと確認する識別情報としてシグネチャ番号は必要なく、Ｃ－ＲＮＴＩで
良い。
【００８３】
　基地局Ｂからこれらの情報を受信すると、移動局２００は、基地局指定フラグを確認す
る。ここで、基地局指定フラグが１の場合、移動局２００は、自局宛のデータと認識し、
同期情報から同期タイミングずれを補正する（ＳＴ３１３）。そして、スケジューリング
された無線リソースでハンドオーバー完了メッセージ（メッセージ３）を送信する（ＳＴ
３１４）。
【００８４】
　移動局２００からハンドオーバー完了メッセージを受信すると、基地局Ｂは、これに応
じて移動局２００にＣ－ＲＮＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４
）を返す（ＳＴ３１５）。なお、この場合においては、ハンドオーバー完了メッセージ（
メッセージ３）を送信する時点で衝突がないことから、コンテンションレゾリューション
（メッセージ４）を省略してもよい。
【００８５】
　このように、ハンドオーバーを行なう際、移動局２００において、基地局Ｂによって選
択されたシグネチャを利用してランダムアクセスを行なうことにより、移動局間における
衝突の確率を低減することができることから、シグネチャやランダムアクセスチャネルの
再選択等に伴う処理時間を削減することができ、ハンドオーバー時に費やす時間が短縮さ
れる。
【００８６】
　ここで、本実施の形態に係る通信システムが有する基地局１００および移動局２００に
おけるハンドオーバー実行時の動作について説明する。図４は、本実施の形態に係る通信
システムが有する基地局１００におけるハンドオーバー実行時の動作について説明するた
めのフローチャートである。図５は、本実施の形態に係る通信システムが有する移動局２
００におけるハンドオーバー実行時の動作について説明するためのフローチャートである
。なお、図４においては、図３に示す基地局Ｂ（ハンドオーバー先の基地局）の動作につ
いて示すものとすし、図５においては、図３に示す移動局２００の動作について示すもの
とする。
【００８７】
　図４に示すように、基地局Ｂは、基地局Ａからハンドオーバー要求メッセージを受信す
ると（ＳＴ４０１）、移動局２００のＣ－ＲＮＴＩを割り当てると共に、移動局２００が
使用するシグネチャを選択する（ＳＴ４０２、ＳＴ４０３）。そして、ハンドオーバー要
求メッセージの応答として基地局Ａに対してシグネチャＩＤ番号とＣ－ＲＮＴＩを含むハ
ンドオーバー要求承認メッセージを送信する（ＳＴ４０４）。
【００８８】
　ハンドオーバー要求承認メッセージを送信すると、移動局２００から送信されるプリア
ンブル（メッセージ１）を待機する。そして、移動局２００から送信されたプリアンブル
を受信したならば（ＳＴ４０５）、このプリアンブルに含まれるシグネチャが、基地局Ｂ
で指定したシグネチャであるか判定する（ＳＴ４０６）。
【００８９】
　ここで、基地局Ｂが指定したシグネチャである場合には、基地局指定フラグを「１」に



(14) JP 2008-278037 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

設定する（ＳＴ４０７）。そして、同期タイミングずれ量を算出すると共に、ハンドオー
バー完了メッセージを送信するためのスケジューリングを行ない、基地局指定フラグと同
期情報とスケジューリング情報とシグネチャＩＤ番号とＣ－ＲＮＴＩとを含むプリアンブ
ル応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ４０８）。そして、このプリアンブル応答を移
動局２００に送信する（ＳＴ４０９）。
【００９０】
　プリアンブル応答を送信すると、移動局から送信されるハンドオーバー完了メッセージ
（メッセージ３）を待機する。そして、移動局２００から送信されたハンドオーバー完了
メッセージを受信したならば（ＳＴ４１０）、Ｃ－ＲＮＴＩを含むコンテンションレゾリ
ューション（メッセージ４）を作成する（ＳＴ４１１）。そして、このコンテンションレ
ゾリューションを移動局２００に送信する（ＳＴ４１２）。
【００９１】
　一方、ＳＴ４０６において、基地局Ｂが指定したシグネチャでない場合には、基地局指
定フラグを「０」に設定する（ＳＴ４１３）。なお、基地局Ｂが指定したシグネチャでな
い場合とは、移動局２００がランダムにシグネチャを選択した場合等が該当する。例えば
、ハンドオーバーを行なわない通常のランダムアクセスを行なう移動局２００においてシ
グネチャが選択された場合に基地局Ｂが指定したシグネチャと異なるシグネチャが検出さ
れる。
【００９２】
　基地局指定フラグを「０」に設定したならば、同期タイミングずれ量を算出すると共に
、スケジュール送信メッセージを送信するためのスケジューリングを行ない、基地局指定
フラグと同期情報とスケジューリング情報とシグネチャＩＤ番号とｔｅｍｐｏｒａｒｙ　
Ｃ－ＲＮＴＩとを含むプリアンブル応答（メッセージ２）を作成する（ＳＴ４１４）。そ
して、このプリアンブル応答を移動局２００に送信する（ＳＴ４１５）。
【００９３】
　プリアンブル応答を送信すると、移動局２００から送信されるスケジュール送信メッセ
ージ（メッセージ３）を待機する。そして、移動局から送信されたスケジュール送信メッ
セージを受信したならば（ＳＴ４１６）、Ｃ－ＲＮＴＩまたはｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃ－
ＲＮＴＩを含むコンテンションレゾリューション（メッセージ４）を作成する（ＳＴ４１
７）。そして、このコンテンションレゾリューションを移動局２００に送信する（ＳＴ４
１８）。
【００９４】
　一方、図５に示すように、移動局２００は、基地局Ａからハンドオーバーコマンドメッ
セージを受信すると（ＳＴ５０１）、基地局Ｂに対して、下りリンクの同期を行なう（Ｓ
Ｔ５０２）。そして、下りリンクの同期を行なったならば、ハンドオーバーコマンドメッ
セージに含まれているシグネチャＩＤ番号のシグネチャを選択する（ＳＴ５０３）。すな
わち、基地局Ｂにより指定されたシグネチャを選択する。そして、この選択したシグネチ
ャを含むプリアンブル（メッセージ１）を基地局Ｂに送信する（ＳＴ５０４）。
【００９５】
　プリアンブルを送信したならば、基地局Ｂから送信されるプリアンブル応答（メッセー
ジ２）を受信したか判定する（ＳＴ５０５）。そして、基地局Ｂから送信されたランダム
アクセスレスポンスを受信したならば、これに含まれている基地局指定フラグが「１」で
あることを確認する（ＳＴ５０６）。なお、送信したシグネチャＩＤ番号を含むプリアン
ブル応答を一定時間内に受信できない場合は、処理をＳＴ５０４に戻し、再びプリアンブ
ルを送信する。
【００９６】
　基地局指定フラグが「１」であることを確認したならば、Ｃ－ＲＮＴＩを含むハンドオ
ーバー完了メッセージ（メッセージ３）を作成する（ＳＴ５０７）。そして、このハンド
オーバー完了メッセージを基地局Ｂに送信する（ＳＴ５０８）。ハンドオーバー完了メッ
セージを送信すると、基地局Ｂからコンテンションレゾリューション（メッセージ４）が
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送信されてくるので、これを受信する（ＳＴ５０９）。
【００９７】
　このように本実施の形態に係る通信システムによれば、ハンドオーバーを行なう際、移
動局２００において、基地局Ｂによって選択されたシグネチャを選択してランダムアクセ
スを行なうことにより、移動局２００間における衝突の確率を低減することができること
から、シグネチャやランダムアクセスチャネルの再選択等に伴う処理時間を削減すること
ができ、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能となる。
【００９８】
　特に、従来のように、ハンドオーバー用のランダムアクセスチャネルやシグネチャを用
意する必要もないので、無線リソースが無駄に消費する事態やシグネチャ数が不足する事
態を引き起こすこともない。
【００９９】
　ここで、本実施の形態に係る通信システムが有する移動局２００がハンドオーバー以外
の通常のランダムアクセスを実行する場合の動作について説明する。図６は、本実施の形
態に係る通信システムが有する移動局２００が通常のランダムアクセスを実行する場合の
動作について説明するためのフローチャートである。
【０１００】
　図６に示すように、通常のランダムアクセスを実行する場合には、移動局２００は、ま
ず、ランダムにシグネチャを選択する（ＳＴ６０１）。そして、この選択したシグネチャ
を含むプリアンブル（メッセージ１）を基地局Ｂに送信する（ＳＴ６０２）。
【０１０１】
　プリアンブルを送信したならば、基地局Ｂから送信されるプリアンブル応答（メッセー
ジ２）を受信したか判定する（ＳＴ６０３）。ここで、基地局Ｂからプリアンブル応答を
一定時間内に受信できない場合は、処理をＳＴ６０１に戻し、再びプリアンブルを送信す
る。
【０１０２】
　基地局Ｂから送信されたプリアンブル応答を受信したならば、これに含まれている基地
局指定フラグを判定する（ＳＴ６０４）。具体的には、基地局指定フラグが「１」である
か、「０」であるかを判定する。ここで、基地局指定フラグが「１」である場合には、ハ
ンドオーバーする移動局と衝突が発生したと判断して、処理をＳＴ６０１に戻す。そして
、シグネチャを選択し直して、再びプリアンブルを送信する。
【０１０３】
　なお、基地局指定フラグが「１」である場合とは、図６に示すフローを実行する移動局
２００が選択したシグネチャが、先にハンドオーバーを実行する他の移動局２００に対応
するハンドオーバー要求メッセージに応じて基地局Ｂで選択されたシグネチャと同一であ
った場合が該当する。また、基地局指定フラグが「０」である場合とは、図６に示すフロ
ーを実行する移動局２００が選択したシグネチャが、基地局Ｂによって選択されていない
か、先にハンドオーバーを実行する他の移動局２００に対応するハンドオーバー要求メッ
セージに応じて基地局Ｂで選択されたシグネチャと同一でない場合が該当する。
【０１０４】
　一方、基地局指定フラグが「０」である場合には、スケジュール送信メッセージ（メッ
セージ３）を作成する（ＳＴ６０５）。そして、このスケジュール送信メッセージを基地
局Ｂに送信する（ＳＴ６０６）。スケジュール送信メッセージを送信すると、基地局Ｂか
らコンテンションレゾリューション（メッセージ４）が送信されてくるので、これを受信
する（ＳＴ６０７）。
【０１０５】
　このように本実施の形態に係る通信システムによれば、通常のランダムアクセスを行な
う移動局２００が選択したシグネチャと、基地局Ｂが選択したシグネチャとが同一となる
場合には、基地局指定フラグに「１」を設定することで、当該シグネチャが基地局Ｂによ
って選択されたものである旨を移動局２００に通知し、移動局に異なるシグネチャを選択
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させている。これにより、移動局間における衝突の発生を判断するまでの時間を短縮する
ことができるので、ハンドオーバー時に費やす時間を短縮することが可能となる。
【０１０６】
　本発明は、上記実施の形態に限定されず、種々変更して実施することが可能である。上
記実施の形態において、添付図面に図示されている大きさや形状などについては、これに
限定されず、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。その他、
本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能である。
【０１０７】
　例えば、上記実施の形態においては、基地局１００がシグネチャを選択し、そのシグネ
チャＩＤ番号をハンドオーバーコマンドメッセージで移動局２００に対して通知する場合
について示している。この場合、シグネチャを選択する際には、ランダムアクセスチャネ
ルの周波数帯域位置のみを選択する。しかしながら、基地局１００が選択する対象につい
ては、これに限定されるものではなく適宜変更が可能である。例えば、ランダムアクセス
チャネルの周波数帯域位置に加えて、時間位置についても選択し、これらをハンドオーバ
ーコマンドメッセージに含めて通知するようにしても良い。
【０１０８】
　また、上記実施の形態においては、背景技術で説明したような、ハンドオーバー用のシ
グネチャを使用する場合について想定しないで説明しているが、このようにハンドオーバ
ー用のシグネチャを使用する場合において、シグネチャが不足した場合を補完する方法と
しても利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】本実施の形態に係る通信システムが有する基地局装置の構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２】上記実施の形態に係る通信システムが有する移動局装置の構成の一例を示すブロ
ック図である。
【図３】上記実施の形態に係る通信システムにおける、ハンドオーバー実行時のランダム
アクセス手順の一例について説明するためのシーケンスチャートである。
【図４】上記実施の形態に係る通信システムが有する基地局装置におけるハンドオーバー
実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図５】上記実施の形態に係る通信システムが有する移動局装置におけるハンドオーバー
実行時の動作について説明するためのフローチャートである。
【図６】上記実施の形態に係る通信システムが有する移動局装置が通常のランダムアクセ
スを実行する場合の動作について説明するためのフローチャートである。
【図７】ＥＵＴＲＡの上りリンクの構成について説明するための図である。
【図８】Ｅ－ＵＴＲＡの上りリンクのランダムアクセスチャネルを説明するための図であ
る。
【図９】従来のランダムアクセスの手順の一例について説明するためのシーケンスチャー
トである。
【図１０】ハンドオーバーが発生する基地局の配置について説明するための図である。
【図１１】従来のハンドオーバー実行時におけるランダムアクセスの手順の一例について
説明するためのシーケンスチャートである。
【符号の説明】
【０１１０】
１００　基地局装置（基地局）
１０１　データ制御部
１０２　ＯＦＤＭ変調部
１０３　スケジューリング部
１０４　無線部
１０５　チャネル推定部
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１０６　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ復調部
１０７　制御データ抽出部
１０８　プリアンブル検出部
１０９　シグネチャ管理部
２００　移動局装置（移動局）
２０１　データ制御部
２０２　ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ変調部
２０３　スケジューリング部
２０４　シグネチャ選択部
２０５　プリアンブル生成部
２０６　同期補正部
２０７　無線部
２０８　チャネル推定部
２０９　ＯＦＤＭ復調部
２１０　制御データ抽出部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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